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 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれ 

 ているかどうかを確認する体制 

  (a) 使用済自動車に搭載されているエ 

   アコンディショナーに冷媒としてフ 

  ロン類が含まれているかどうかを確 

  認するための方法を記載した書類を 

  有しています。 

(b) 使用済自動車に搭載されているエアコンディ

ショナーの構造に関し十分な知見を有する者が

使用済自動車に搭載されているエアコンディシ

ョナーに冷媒としてフロン類が含まれているか

どうかを確認できる体制を有しています。 

備考 １ ※印の欄は、更新の場合に記入すること。 

   ２ 事業所が複数ある場合には、「事業所の名称及び所在地」以降の欄を繰り返し設け、事務

所ごとに記載すること。ただし、「使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに

冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制」の欄について、まとめて記載

することも可能とする。 

   ３  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

     ４  氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。この場合において、署名

は必ず本人が自署するものとする。  


